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今後のスケジュールについて 

１ 全体スケジュール（これまで） 

 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

 

 他市事例では、通学区域変更等の対策についての周知期間を 1 年程度取って

いる事例が多いが、黒内小学校適正規模化については可能なかぎり早期に決定・

実施することが必要であるため、年度内に対策案を決定し、令和 6 年度当初か

ら周知期間を取れるよう進めていくこととする。 

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

1 6年度の対応策の検討 ● 第1回答申

2 上記対応策の実施手続き

3 7年度以降の対応策の検討    ● 第2回答申

4 上記対応策の実施手続き

第3回答申

学校適正配置基本方針の策定  ●

－ 委員会（令和5年度分） 　　■ 　　■ 　　　■ 　　■

令和５年度 令和６年度
項　　目

　【黒内小学校についての検討】

　【市内小中学校全体の適正配置についての検討】

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

1 ６年度対応策の検討

2 上記対応策の実施手続

3 7年度以降対応策の検討

4 上記対応策の実施手続

委員会開催

学校適正配置基本方針

の策定

項目
令和5年度 令和6年度

【市内小中学校全体の適正配置についての検討】

【黒内小学校についての検討】

第1回答申

第2回答申

第3回答申

規則改正

地域説明会

学校説明会

必要経費予算計上

通学経路等調整

(必要に応じて)周知活動
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